
第１号議案 

 

定款変更案、業務規程変更案及び送配電等業務指針変更案の修正について 

 

（案） 

 

１． 第４７回理事会において議決した定款変更案及び業務規程変更案につ

いて、臨時総会（平成２８年３月１日開催）にて議決した第５号議案「本

臨時総会議決事項の修正等に関する委任の件」に基づき、以下の通り、条

番号の変更及び字句修正を行い、経済産業大臣に対し、変更認可申請を行

う。 

 

（１）定款変更案及び業務規程変更案の条番号の変更 

 欠番や枝番号（例：第２３条の２）をなくすため、附則を除く全ての条

 について第１条から順に付番し直す。 

（２）業務規程の変更案の字句修正 

 別紙１のとおり 

 

 

２． 第４７回理事会において議決した送配電等業務指針の変更案について、

以下の通り、条番号の変更及び字句修正を行い、経済産業大臣に対し、変

更認可申請を行う。 

 

（１）送配電等業務指針変更案の条番号の変更 

 欠番や枝番号（例：第２３条の２）をなくすため、附則を除く全ての条

 について第１条から順に付番し直す。 

（２）送配電等業務指針変更案の字句修正 

 別紙２のとおり 

 

以 上 

【添付資料】 

別紙１：業務規程変更案の修正点（新旧対照表） 

別紙２：送配電等業務指針変更案の修正点（新旧対照表） 
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    電力広域的運営推進機関 業務規程 新旧対照表 （別紙１） 

総会議案 認可申請案 

第１章 総則 

 

（業務運営の基本方針） 

第４条 （略） 

一 （略） 

二 特定の会員の立場に偏らない中立性を堅持し、各会員間並びに定款第２３条第２項各

号に掲げる各グループ間の公平性を確保すること。 

三～四 （略） 

 

第１章 総則 

 

（業務運営の基本方針） 

第４条 （略） 

一 （略） 

二 特定の会員の立場に偏らない中立性を堅持し、各会員間並びに定款第２４条第１項各

号に掲げる各グループ間の公平性を確保すること。 

三～四 （略） 

 

（供給計画の案に基づく調整） 

第２４条 （略） 

２ （略） 

３ 本機関は、第１項の確認にあたり、会員の流通設備の整備計画（以下「流通設備計画」

という。）について、第３１条第 1 項第１号に該当し計画策定プロセス（第３０条に定め

る。）に関する検討が必要と認めるときは、同条に基づき同プロセスを開始する。 

 

（供給計画の案に基づく調整） 

第２６条 （略） 

２ （略） 

３ 本機関は、第１項の確認にあたり、会員の流通設備の整備計画（以下「流通設備計画」

という。）について、第５１条第１号に該当し計画策定プロセス（第５０条に定める。）に

関する検討が必要と認めるときは、同条に基づき同プロセスを開始する。 

 

（接続検討の回答） 

第４４条 （略） 

３（略） 

一 系統連系工事に広域連系系統の増強（新設を含む。以下同じ。）工事が含まれる場合 第

５１条第１項第２号ウに基づき本機関に対して計画策定プロセスの提起を行うことがで

きる電気供給事業者に該当するか否か及び計画策定プロセスの開始に至る手続 

 

（接続検討の回答） 

第７２条 （略） 

３（略） 

一 系統連系工事に広域連系系統の増強（新設を含む。以下同じ。）工事が含まれる場合 第

５１条第２号ウに基づき本機関に対して計画策定プロセスの提起を行うことができる電

気供給事業者に該当するか否か及び計画策定プロセスの開始に至る手続 

 

（本機関の指示又は要請に基づく場合の連系線の使用） 

第５５条の２ （略） 

２ 本機関の指示又は要請に基づく電気の供給については、連系線の空容量から使用し、連

系線の空容量が不足する場合は、本機関は、第７９条及び第８０条に基づき、連系線のマ

ージン及び運用容量拡大分を使用する供給の指示又は要請を行う。但し、本機関が第５２

条第１項の指示又は要請を行う場合において、需給ひっ迫一般送配電事業者の供給区域に

隣接する連系線に、需給ひっ迫時その他の緊急的な状況において他の供給区域から連系線

を介して電気を受給するために備えたマージンが設定されているときは、本機関は、連系

線の空容量を使用する前に、業務規程第７９条に準じて、当該マージンを使用する電気の

供給の指示又は要請をすることができる。 

 

（本機関の指示又は要請に基づく場合の連系線の使用） 

第１１６条（略） 

２ 本機関の指示又は要請に基づく電気の供給については、連系線の空容量から使用し、連

系線の空容量が不足する場合は、本機関は、第１５２条及び第１５３条に基づき、連系線

のマージン及び運用容量拡大分を使用する供給の指示又は要請を行う。但し、本機関が第

１１１条第１項の指示又は要請を行う場合において、需給ひっ迫一般送配電事業者の供給

区域に隣接する連系線に、需給ひっ迫時その他の緊急的な状況において他の供給区域から

連系線を介して電気を受給するために備えたマージンが設定されているときは、本機関は、

連系線の空容量を使用する前に、第１５２条に準じて、当該マージンを使用する電気の供

給の指示又は要請をすることができる。 
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総会議案 認可申請案 

第１０章 地域間連系線の管理 

 

（更新利用計画に関する送電可否判定） 

第６９条の４ 本機関は、次の各号に掲げる計画の区分に応じ、当該同号に掲げるとおり、

更新利用計画に関する送電可否判定を行う。 

一～二 （略） 

２ （略） 

 

（連系線利用計画の変更及び通告変更に関する送電可否判定） 

第７０条 本機関は、連系線利用計画の変更又は通告値の変更（以下「通告変更」という。）

の申込みを受け付けた場合は、次の各号に掲げるとおり、計画変更又は通告変更の送電可

否判定を行い、容量登録又は容量登録の取消を行う。 

 

一～二 （略） 

２～４ （略） 

 

（マージンの利用） 

第７８条 （略） 

２ （略） 

３ 第６６条、第６９条及び第７０条の規定は、前２項の場合に準用する。この場合におい

て、第６６条第１項第１号中「利用希望量を示した計画」とあるのは「利用希望量を示し

た計画及び第７８条第１項第２号及び第３号に適合することを説明する資料」と読み替え

るものとする。但し、送電可否判定においては、マージンを利用することを考慮して行う

ものとする。 

４～５ （略） 

 

（需給ひっ迫又は下げ代不足時のマージンの使用） 

第７９条 （略） 

一～四 （略） 

五 第６６条、第６９条及び第７０条の規定は、前号のマージンを使用する供給に準用す

る。また、第６６条第１項第３号の送電可否判定は、マージンを使用することを考慮し

て行うものとする。 

２～３ （略） 

４ マージンを使用する供給の送電経路上の供給区域における新たな需給ひっ迫又は需給ひ

っ迫のおそれの発生、同経路上の連系線におけるマージン減少、関連一般送配電事業者か

らの申出等があったときは、本機関は、必要に応じて、第１項第２号よるマージン使用の

承認及び同項第４号によるマージンを使用する供給の承認を取り消すことができる。 

 

第１０章 地域間連系線の管理 

 

（更新利用計画に対する送電可否判定） 

第１４１条 本機関は、次の各号に掲げる計画の区分に応じ、当該同号に掲げるとおり、更

新利用計画に対する送電可否判定を行う。 

一～二 （略） 

２ （略） 

 

（連系線利用計画の変更及び通告変更に対する送電可否判定） 

第１４２条 本機関は、連系線利用計画の変更又は通告値の変更（以下「通告変更」という。）

の申込みを受け付けた場合は、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該同号に掲げると

おり、計画変更又は通告変更に対する送電可否判定を行い、容量登録又は容量登録の取消

を行う。 

一～二 （略） 

２～４ （略） 

 

（マージンの利用） 

第１５１条 （略） 

２ （略） 

３ 第１３４条、第１３８条、第１３９条及び第１４２条の規定は、前２項の場合に準用す

る。この場合において、第１３４条第１項第１号中「利用希望量を示した計画」とあるの

は「利用希望量を示した計画及び第１５１条第１項第２号及び第３号に適合することを説

明する資料」と読み替えるものとする。但し、送電可否判定においては、マージンを利用

することを考慮して行うものとする。 

４～５ （略） 

 

（需給ひっ迫又は下げ代不足時のマージンの使用） 

第１５２条 （略） 

一～四 （略） 

五 第１３４条、第１３８条、第１３９条及び第１４２条の規定は、前号のマージンを使

用する供給に準用する。但し、送電可否判定においては、マージンを使用することを考

慮して行うものとする。 

２～３ （略） 

４ マージンを使用する供給の送電経路上の供給区域における新たな需給ひっ迫又は需給ひ

っ迫のおそれの発生、同経路上の連系線におけるマージン減少、関連一般送配電事業者か

らの申出等があったときは、本機関は、必要に応じて、第１項第２号によるマージン使用

の承認及び同項第４号によるマージンを使用する供給の承認を取り消すことができる。 
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総会議案 認可申請案 

第１２章 系統情報の公表 

 

別表１２－１ 本機関が公表する系統情報の項目及び公表時期 

情報の項目 
公表時期 

（更新周期） 

(a)～（h）（略） （略） 

(l)（略） （略） 

（※1）～（※10）（略） 

 

 

第１２章 系統情報の公表 

 

別表１２－１ 本機関が公表する系統情報の項目及び公表時期 

情報の項目 
公表時期 

（更新周期） 

(a)～（h）（略） （略） 

(i)（略） （略） 

（※1）～（※10）（略） 

 

第１７章 指導・勧告・検証 

 

（指導・勧告の実施） 

第１００条 （略） 

一 （略） 

二 第２６条の２の供給計画の検討の業務において、会員の供給計画が、送配電等業務指

針、需要想定要領又は広域系統長期方針若しくは広域系統整備計画等に照らして不適切

と認めた場合で、見直しの求めに正当な理由なく応じないとき 

三 （略） 

四 第６２条、第６３条及び第６４条の２における運用容量又はマージンの設定において、

一般送配電事業者又は送電事業者たる会員が、正当な理由なく、協議又は必要なデータ

の提出に応じないとき 

五～八（略） 

 

第１７章 指導・勧告・検証 

 

（指導・勧告の実施） 

第１７９条 （略） 

一 （略） 

二 第２８条第２項の供給計画の検討の業務において、会員の供給計画が、送配電等業務

指針、需要想定要領又は広域系統長期方針若しくは広域系統整備計画等に照らして不適

切と認めた場合で、見直しの求めに正当な理由なく応じないとき 

三 （略） 

四 第１２６条、第１２７条、第１２９条及び第１３０条における運用容量又はマージン

の設定において、一般送配電事業者又は送電事業者たる会員が、正当な理由なく、協議

又は必要なデータの提出に応じないとき 

五～八（略） 

 

（出力抑制時の検証） 

第１００条の２条 （略） 

２ 本機関は、前項の資料に基づき、一般送配電事業者の出力抑制が法令及び送配電等業務

指針に照らして、適切であったか否かを確認し、その結果を公表する。 

（出力抑制時の検証） 

第１８０条 （略） 

２ 本機関は、前項の資料に基づき、一般送配電事業者の出力抑制が法令及び送配電等業務

指針に照らして、適切であったか否かを確認及び検証し、その結果を公表する。 
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       電力広域的運営推進機関 送配電等業務指針 新旧対照表  (別紙２) 

総会議案 認可申請案 

第４章 電源入札等 

 

（電源入札等の応募者の条件） 

第１４条の５ 電気供給事業者（電気供給事業者になろうとする者を含む。以下、本章にお

いて同じ。）は、次の各号に掲げる要件を全て充足する場合に限り、業務規程第２７条の９

に基づく本機関の募集に対して応募することができる。 

 

 

第４章 電源入札等 

 

（電源入札等の応募者の条件） 

第１９条 電気供給事業者（電気供給事業者になろうとする者を含む。以下、本章において

同じ。）は、次の各号に掲げる要件を全て充足する場合に限り、業務規程第３８条に基づく

本機関の募集に対して応募することができる。 

 

第５章 調整力の確保 

 

（調整力の確保） 

第１６条（略） 

２ 一般送配電事業者が調整力を確保する際においては、業務規程第１０１条の２により公

表された調整力の水準、要件等の内容や実際に想定される需給変動のリスクの大きさを踏

まえるものとする。 

 

 

第５章 調整力の確保 

 

（調整力の確保） 

第１６条（略） 

２ 一般送配電事業者が調整力を確保する際においては、業務規程第１８１条により公表さ

れた調整力の水準、要件等の内容や実際に想定される需給変動のリスクの大きさを踏まえ

るものとする。 

 

第６章 設備形成 

 

（本機関の発議による計画策定プロセスの検討開始要件） 

第２３条 業務規程第３１条第１項第１号に基づく、計画策定プロセスの検討開始要件は次

の各号に掲げるとおりとする。 

 

一～二 （略） 

２～３ （略） 

４ 本機関は、第２３条第１項第２号キの要件に基づき、計画策定プロセスを開始するか否

かの確認を行った場合は、その結果を一般送配電事業者及び契約申込み又は電源接続案件

募集プロセス開始の申込みを行った系統連系希望者に通知する 

 

（電気供給事業者の提起による計画策定プロセスの開始手続） 

第２６条 業務規程第３１条第１項第２号に基づく、計画策定プロセスの検討開始要件は次

の各号に掲げるとおりとする。 

 

一～二 （略） 

 

第６章 設備形成 

 

（本機関の発議による計画策定プロセスの検討開始要件） 

第３３条 業務規程第５１条第１号に基づく、計画策定プロセスの検討開始要件は次の各号

に掲げるとおりとする。但し、業務規程第５２条第２項に掲げる場合には、計画策定プロ

セスの検討を開始しない。 

一～二 （略） 

２～３ （略） 

４ 本機関は、第１項第２号キの要件に基づき、計画策定プロセスを開始するか否かの確認

を行った場合は、その結果を一般送配電事業者及び契約申込み又は電源接続案件募集プロ

セス開始の申込みを行った系統連系希望者に通知する 

 

（電気供給事業者の提起による計画策定プロセスの開始手続） 

第３６条 業務規程第５１条第２号に基づく、計画策定プロセスの検討開始要件は次の各号

に掲げるとおりとする。但し、業務規程第５２条第２項に掲げる場合には、計画策定プロ

セスの検討を開始しない。 

一～二 （略） 
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総会議案 認可申請案 

（広域系統整備計画決定後の情報提供） 

第４４条 事業実施主体として選定された者は、本機関に対し、次の各号に掲げる時期に、

次の情報を提出する。 

一 広域系統整備計画決定後速やかに 広域系統整備計画の主要工程 

二 四半期ごと 本機関が進捗状況及び今後の見通しを把握するために必要な情報 

 

 

 

（計画策定プロセスの終了） 

第４３条（略） 

２ 本機関は、前項第３号又は第４号にかかわらず、広域系統整備の基本要件や実施案を見

直すこと等によって、広域系統整備計画の策定に至る見込みがある場合は、基本要件や実

施案の見直し等を行った上で、第３２条の３から前条に準じ、計画策定プロセスを継続す

る。 

３ （略） 

 

 

（広域系統整備計画決定後の情報提供） 

第５３条 事業実施主体として選定された者は、本機関に対し、次の各号に掲げる時期に、

次の情報を提出する。 

一 広域系統整備計画決定後速やかに 広域系統整備計画の主要工程 

二 四半期ごと 本機関が進捗状況及び今後の見通しを把握するために必要な情報 

２ 広域系統整備計画の進捗状況の確認は、業務規程第６２条第１項に定めるところによ

り、前項により提出された情報に基づき、本機関が行う。 

 

（計画策定プロセスの終了） 

第５１条 （略） 

２ 本機関は、前項第３号又は第４号にかかわらず、広域系統整備の基本要件や実施案を見

直すこと等によって、広域系統整備計画の策定に至る見込みがある場合は、基本要件や実

施案の見直し等を行った上で、第３９条から前条に準じ、計画策定プロセスを継続する。 

 

３ （略） 

第７章 系統アクセス 

 

（接続検討の申込み） 

第６９条 （略） 

２ 高圧又は特別高圧の送電系統への連系等を希望する系統連系希望者は、前項に掲げる場

合以外においても、接続検討の申込みを行うことができる。 

 

（発電設備等に関する契約申込み） 

第７９条 発電設備等と高圧又は特別高圧の送電系統の連系等を希望する系統連系希望者

は、契約申込みを行わなければならない。 

２（略） 

 

（発電設備等に関する契約申込みに対する検討） 

第８６条 一般送配電事業者は、発電設備等に関する契約申込みの受付後、第７９条第１項

に準じ、当該契約申込みに対する検討を実施する。 

２（略） 

 

（系統連系希望者による電源接続案件募集プロセス開始の申込み） 

第１１１条 系統連系希望者は、接続検討の回答者が本機関又は一般送配電事業者であるか

を問わず、接続検討の回答において、工事費負担金の対象となる系統連系工事が業務規程

第７６条第１項に定める規模以上となる場合は、本機関に対し、電源接続案件募集プロセ

ス開始の申込みを行うことができる。但し、系統連系工事に広域連系系統の増強工事が含

まれる場合で、系統連系希望者が、業務規程第３１条第１項第２号に基づき広域系統整備

に関する提起を行っているときはこの限りでない。 

第７章 系統アクセス 

 

（接続検討の申込み） 

第７９条 （略） 

２ 発電設備等と高圧又は特別高圧の送電系統の連系等を希望する系統連系希望者は、前項

に掲げる場合以外においても、接続検討の申込みを行うことができる。 

 

（発電設備等に関する契約申込み） 

第８７条 発電設備等と送電系統の連系等を希望する系統連系希望者は、契約申込みを行わ

なければならない。 

２（略） 

 

（発電設備等に関する契約申込みに対する検討） 

第９５条 一般送配電事業者は、発電設備等に関する契約申込みの受付後、第８４条第１項

に準じ、当該契約申込みに対する検討を実施する。 

２（略） 

 

（系統連系希望者による電源接続案件募集プロセス開始の申込み） 

第１２０条 系統連系希望者は、接続検討の回答者が本機関又は一般送配電事業者であるか

を問わず、接続検討の回答において、工事費負担金の対象となる系統連系工事が業務規程

第７６条第１項に定める規模以上となる場合は、本機関に対し、電源接続案件募集プロセ

ス開始の申込みを行うことができる。但し、系統連系工事に広域連系系統の増強工事が含

まれる場合で、系統連系希望者が、業務規程第５１条第２号に基づき広域系統整備に関す

る提起を行っているときはこの限りでない。 
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総会議案 認可申請案 

 

（電源接続案件募集プロセスへの応募等） 

第１１３ 本機関に対し電源接続案件募集プロセス開始の申込みを行った系統連系希望者、

及び、同プロセスに応募しようとする系統連系希望者は、募集要領に基づき、本機関又は

一般電気事業者に対し、接続検討の申込みを行う。 

２ （略） 

 

 

（電源接続案件募集プロセスへの応募等） 

第１２２条 本機関に対し電源接続案件募集プロセス開始の申込みを行った系統連系希望

者、及び、同プロセスに応募しようとする系統連系希望者は、募集要領に基づき、本機関

又は一般送配電事業者に対し、接続検討の申込みを行う。 

２ （略） 

 

（電源接続案件募集プロセスにおける契約申込み） 

第１１４ （略） 

 

（リプレース案件の対象となる資本関係及び契約関係） 

第１１５条 （略） 

一 （略） 

ア （略） 

イ 当該発電事業者の関連会社（財務諸表等規則（昭和３８年１１月２７日大蔵省令第

５９号）８条に定める者をいう。以下同じ。）並びに当該発電事業者の親子法人等の関

連会社 

二 （略） 

ア 当該発電事業者と新設発電設備等を共同で開発又は維持、運用する契約を締結し、

又は、締結することを予定している電気供給事業者（電気供給事業者者になろうとす

る者を含む。以下、本号において同じ。） 

イ～ウ （略） 

 

（リプレース案件系統連系募集プロセスにおける契約申込み） 

第１１５条の６ リプレース案件系統連系募集プロセスに応募した系統連系希望者は、業務

規程第４４条の２５の通知及び接続検討の回答を受けた場合において、発電設備等とプロ

セス対象送電系統との連系等を希望するときは、速やかに、一般送配電事業者に対し、契

約申込みを行わなければならない。 

 

（リプレース案件系統連系募集プロセスにおける廃止時期変更） 

第１１５条の８ （略） 

 

（電源接続案件募集プロセスにおける契約申込み） 

第１２３条 （略） 

 

（リプレース案件の対象となる資本関係及び契約関係） 

第１２４条 （略） 

一 （略） 

ア （略） 

イ 当該発電事業者の関連会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭

和３８年１１月２７日大蔵省令第５９号）８条に定める者をいう。以下同じ。）並びに

当該発電事業者の親子法人等の関連会社 

二 （略） 

ア 当該発電事業者と新設発電設備等を共同で開発又は維持、運用する契約を締結し、

又は、締結することを予定している電気供給事業者（電気供給事業者になろうとする

者を含む。以下、本号において同じ。） 

イ～ウ （略） 

 

（リプレース案件系統連系募集プロセスにおける契約申込み） 

第１２９条 リプレース案件系統連系募集プロセスに応募した系統連系希望者は、業務規程

第９５条の通知及び接続検討の回答を受けた場合において、発電設備等とプロセス対象送

電系統との連系等を希望するときは、速やかに、一般送配電事業者に対し、契約申込みを

行わなければならない。 

 

（リプレース案件系統連系募集プロセスにおける廃止時期変更の制限） 

第１３１条 （略） 

 

（系統アクセス業務の回答） 

第１１６条 （略） 

２ 一般送配電事業者は、系統アクセス業務の回答に当たっては、本章に定める事項のほか、

国が定める系統情報の公表の考え方に基づき、必要な情報を提示しなければならない。 

 

（系統アクセス業務の回答） 

第１３２条 （略） 

２ 一般送配電事業者は、系統アクセス業務の回答に当たっては、本章に定める事項のほか、

系統情報ガイドラインに基づき、必要な情報を提示しなければならない。 
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総会議案 認可申請案 

（本機関の系統アクセス業務への協力） 

第１１８条 一般送配電事業者たる会員その他の電気供給事業者は、業務規程第４８条の２

及び第４８条の１８の規定に基づき、本機関から系統アクセス業務に係る情報提供その他

の協力を求められた場合には、これに応じなければならない。 

 

（本機関の系統アクセス業務等への協力） 

第１３６条 一般送配電事業者その他の電気供給事業者は、業務規程第１０３条及び第９０

条の規定に基づき、本機関から系統アクセス業務に係る情報提供その他の協力を求められ

た場合には、これに応じなければならない。 

２ 一般送配電事業者その他の電気供給事業者は、本機関の求めに応じ、系統アクセス業務

の質の向上を図るため、業務規程１０１条に定める系統アクセス業務の申込み受付、検討

及び回答等に係る業務の改善策の検討に協力しなければならない。 

 

 

第１１章 地域間連系線の管理 

 

（通告変更の申込み期限） 

第１７７条 （略） 

２ （略） 

一 実需給３０分コマの終了時刻の１５分前までであること 

二～四 （略） 

第１１章 地域間連系線の管理 

 

（通告変更の申込み期限） 

第２０５条 （略） 

２ （略） 

一 実需給３０分断面の終了時刻の１５分前までであること 

二～四 （略） 

 

  

第１３章 系統情報の公表 

 

（系統情報の公表） 

第２１６条 （略） 

２ （略） 

 

第１３章 系統情報の公表 

 

（系統情報の公表） 

第２４５条 （略） 

２ （略） 

３ 一般送配電事業者は、本機関が系統情報ガイドラインに基づき、系統情報の公表を行う

ために必要となる情報を、遅滞なく本機関に提供しなければならない。 

 

 

附則（平成２８年 月 日） 

 

附則（平成２８年 月 日） 

 

（高圧需要者を対象としたスイッチング支援システム利用の経過措置） 

第３条 小売電気事業者は、高圧需要者を対象としたスイッチング支援対象業務について、

電気事業法の一部を改正する法律（平成二十六年六月十八日法律第七十二号）が施行され

る日から起算して６か月の間、送配電等業務指針第２１７条の１９の規定にかかわらず、

一般送配電事業者の定める申込方法によりスイッチング支援対象業務を行うことができ

る。 

２ 一般送配電事業者は、前項に掲げる期間においては、送配電等業務指針第２１７条の１

９第２項の規定にかかわらず、小売電気事業者からのスイッチング支援対象業務の申込み

等に応じることを要する。 

 

（高圧需要者を対象としたスイッチング支援システム利用の経過措置） 

第３条 小売電気事業者は、高圧需要者を対象としたスイッチング支援対象業務について、

電気事業法の一部を改正する法律（平成２６年６月１８日法律第７２号）が施行される日

から起算して６か月の間、第２６４条の規定にかかわらず、一般送配電事業者の定める申

込方法によりスイッチング支援対象業務を行うことができる。 

 

２ 一般送配電事業者は、前項に掲げる期間においては、第２６４条第２項の規定にかかわ

らず、小売電気事業者からのスイッチング支援対象業務の申込み等に応じることを要する。 
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